
公立大学法人埼玉県立大学情報公開の総合的な推進に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、別に定めるもののほか、埼玉県情報公開条例（平成１２年埼玉県条例第７７号。

以下「条例」という。） 第２章の情報公開の総合的な推進について、必要な事項を定めるものとす

る。 

（情報の公表の内容等） 

第２条 条例第４条第１項第３号に規定する実施機関が定めるものは、公立大学法人埼玉県立大学（以

下「法人」という。）及び大学の重要事項を審議する機関等で、理事長が指定したものとする。 

（公表の時期） 

第３条 条例第４条に規定する情報の公表は、情報の発生の都度速やかに行うものとする。 

（公表を行う者） 

第４条 条例第４条に規定する情報の公表は、法人が行うものとする。 

（公表の方法） 

第５条 条例第４条に規定する情報の公表は、法人のホームページに掲載して行うものとする。 

 

附 則 

 この規則は、平成２２年７月１日から施行する。 
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